
厚岸町新型インフルエンザ等対策行動計画（改正案） 【概要版】 

 

１ 行動計画とは                                                         

新型インフルエンザ等による感染症危機が発生した場合に、「感染拡大を可能な限り抑制し、国民

の生命及び健康を保護する」「国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにする」ため、

平時の準備や感染症発生時の対策の内容を示すものです。 

新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成２５年４月施行）に基づき、政府、都道府県、市町村

それぞれの区域に係る新型インフルエンザ等対策の実施に関する計画（行動計画）を作成していま

す。 

本計画が対象とする疾患は、「新型インフルエンザ等感染症」、「指定感染症（疾病にかかった場合

の症状の程度が重篤であり、かつ全国的かつ急速なまん延の恐れのあるもの）」、「新感染症（全国的

かつ急速なまん延の恐れのあるもの）」です。 

 

２ これまでの経過                                                        

・平成２４年 特措法制定、都道府県・市町村行動計画の策定が法的に義務づけられる 

・平成２８年 厚岸町新型インフルエンザ等対策行動計画策定 

・令和６年  新型コロナウイルス感染症の経験を踏まえ、政府行動計画改定 

・令和７年  政府行動計画の改定を受け、道行動計画改定 

・令和８年  厚岸町新型インフルエンザ等対策行動計画を改定 

 

 ３ 改正の目的                                                         

 実際の感染症危機対応で把握された課題を踏まえ、次の感染症危機でより万全な対応を行うこ

とを目指して対策の充実等を図ります。 

 

（新型コロナ感染症の対応における課題） 

・平時の備えの不足 

・変化する状況への柔軟かつ機動的な対応 

・情報発信 

（目標） 

・感染症危機に対応できる平時からの体制づくり 

・町民生活及び社会経済活動への影響の軽減 

・対策の実施に当たっての基本的人権の尊重 

４ 改正の考え方                                                         

  国・道の行動計画の改定内容との整合性を図りながら、町が行う事項を中心に記載。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

（対策項目の詳細） 

時期区分 

 

対策項目 

準備期 初動期 対応期 

感染症発生の情報を探知す

るまで 

政府対策本部の設置後、基

本的対処方針実行まで 

基本的対処方針が実行され

て以降 

第１章 実施体制 

【Ｐ２２～２４】 

関係機関の連携、行動計画

の作成発生に備えた訓練 
全庁的な対応（人員体制）、予算の確保、町対策本部の設置 

第２章 情報提供・共有・リ

スクコミュニケーション 

【Ｐ２６～２８】 

感染症に関する情報提供、

相談受付 
感染状況等のきめ細かい情報提供、相談窓口の設置 

第３章 まん延防止 

【Ｐ２９～３０】 

基本的感染対策の普及啓

発、医療関係団体との連携 

業務継続計画に基づく対応の準備、国・道からの要請を受

け対応の準備と協力 

第４章 ワクチン 

【Ｐ３２～３９】 

予防接種に必要な資材の確

認、接種体制の構築、ＤＸ推

進による接種記録等の整備 

予防接種に必要な資材の確保、接種会場及び医療従事者の

確保、予防接種に係る情報提供 

第５章 保健 

【Ｐ４３～４４】 

感染症危機に備えた保健所

との連携 
道が実施する健康観察等への協力 

第６章 物資 

【Ｐ４５～４５】 

感染症対策物資の備蓄、定

期的な状況確認 
備蓄品の点検及び配置、配置状況管理 

第７章 町民生活及び町民

経済の安定の確保 

【Ｐ４６～４８】 

情報共有体制の整備、ＤＸ

を活用した適切な仕組みの

整備、火葬体制の確認 

感染状況に応じ、町民生活及び社会経済活動の両方の安定

を確保 

 

 


